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北九州市上下水道事業基本計画 2030 の策定にあたって 

 

 

北九州市上下水道局では、平成 28 年 4 月に策定した「北九州市

上下水道事業中期経営計画」に基づく重点施策を着実に実行してき

たところであり、経営目標として掲げた「安全・安心で質の高いサ

ービスを提供し、現行料金を維持する」ことについては達成できる

ものと考えています。 

 

しかし、これからの本市の上下水道事業は、人口減少など水需要

の低下により収入が減少していく一方で、施設の老朽化が進み更新

時期を迎えることから費用の増加が見込まれるなど、経営状況はこ

れまで以上に厳しくなると予想されます。 

 

今回策定した「北九州市上下水道事業基本計画 2030」は、こうし

た状況を踏まえつつ現状の課題を認識し、将来にわたって安全・安

心で安定した上下水道事業を続けていくため、今後の 10 年間で何

をやらなければならないかを見極め、目指すべき将来像や重点的に

行うべき施策を定めたものです。 

 

私たちは、本計画で定めた基本理念である「お客さまに信頼され

る上下水道～安全・安心な水環境を次世代へ～」に基づき、7 つの

将来像を目標としながら計画を着実に推進し、先人たちから 100 年

を超えて受け継がれてきた本市の上下水道を、お客さまからの信頼

とともに次世代へつないでいきます。 

 

 

令和 3 年 3 月 

北九州市上下水道局長 

中西 満信 
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策定の趣旨 

 上下水道局では、これまで将来のあるべき姿と目指すべき方向性を明らかにするため、  

平成 18 年に「北九州市水道事業基本計画」、平成 22 年に「北九州市下水道ビジョン」、平成 28 年

に「北九州市上下水道事業中期経営計画」を策定し、計画的に施策を推進してきました。 

 しかし、計画を推進していくなかでも、人口減少などに伴う水需要の低下や、経年による施設の

老朽化、さらには平成 28 年熊本地震、平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和

元年東日本台風及び令和 2 年 7 月豪雨等の発生により災害対策の重要性が再認識されるなど、事業

を取り巻く環境は一層厳しくなっています。 

 また、周辺の事業体においても本市と同様の課題を抱えているなかで、福岡県北部の中枢都市と

して本市が期待されている役割は大きく、本市が持つ技術力・経験をどのように活用していくかな

ど、新たな経営課題も生じています。 

 そのようななか、厚生労働省が平成 25 年に「新水道ビジョン」を策定、国土交通省が平成 29 年

に「新下水道ビジョン加速戦略」を策定、総務省が平成 31 年に「「経営戦略」の策定・改定のさら

なる推進について」を通知するなど、所管省庁により上下水道事業が今後取り組むべき事項や方策

などが示されました。さらに、令和元年 10 月には「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水

道の基盤強化のため所要の措置を講ずるよう規定されたところです。 

 一方、本市においては、平成 30 年に OECD から「SDGs（持続可能な開発目標）推進に向けた

世界のモデル都市」にアジア地域で初めて選定されました。この「SDGs」の 17 のゴールの 1 つ

に「安全な水とトイレを世界中に」が掲げられており、上下水道局はこの目標の達成に向けて取り

組んでいます。  

こうした状況の変化などを的確にとらえ、将来にわたり本市の水道、水道用水供給、工業用水道

及び下水道の各事業を、次世代へ発展的につないでいくためには、長期的視点に立ち、収支バラン

スを踏まえながら、各施策を計画的に推進することが重要になります。 

 そこで、30 年から 50 年先の将来を見すえたうえで、令和 3 年度から 10 年間を対象期間とす

る「北九州市上下水道事業基本計画 2030」を策定し、今後の事業経営の指針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 策定の経緯 

 
２ 対象事業 

第１章 策定の趣旨 
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 本計画は、本市の基本構想・基本計画の分野別計画に位置付けます。また、厚生労働省の「新水道

ビジョン」、国土交通省の「新下水道ビジョン」の考え方を踏まえたもので、総務省より策定するよ

う要請を受けている「経営戦略」としても位置付けます。 

 本計画の実現に向け、5 年間の実施計画である中期経営計画（事業計画、財政計画）を策定し、こ

れを着実に推進していきます。 

 

【 計画の変遷 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 体系 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 位置付け 
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本市の水道事業は、明治 44 年に旧門司市の一部で給水を開始し、その後、若松、小倉、八幡、戸

畑の旧各市においても順次事業を創設、昭和 39 年には北九州市水道局が発足し、平成 23 年に  

100 周年という大きな節目の年を迎えました。 

 本市は、渇水と都市の発展に伴う水需要の増加に対応するため、通算 5 期にわたる拡張事業に取

り組み、平成 12 年には、将来の水需要への対応や水源の多様化、東西の水需要のアンバランス解

消などを目指した大分県耶馬渓ダムを水源とする第 5 期拡張事業が完了し、769,000 ㎥/日の給水

能力を有する体制を築きました。その後、平成 18 年に自然災害や水道施設事故などの緊急事態に

対する危機管理対策として北部福岡緊急連絡管＊事業に着手し、本市と福岡都市圏との間で一日あた

り最大 50,000 ㎥の水道用水を相互融通することが可能になりました。 

また、本市は、福岡県北部の中枢都市として広域連携にも取り組んでおり、平成 19 年 10 月に

は芦屋町、平成 24 年 10 月には水巻町の水道事業を統合し、平成 28 年度からは宗像地区事務組

合より水道事業を包括業務受託＊しています。 

 現在は、いつでも安全な水を供給できる体制を確保するため、経年化施設の長寿命化＊や更新、災

害等の危機管理対策に取り組んでいます。 

 

主要施設（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

・水  源           10 箇所 

・貯 水 池（小貯水池を除く）   8 箇所 

・取 水 場            5 箇所※ 

・浄 水 場            5 箇所 

・ポンプ場（浄水場併置を含まず）15 箇所 

・給水能力 769,000㎥/日 

・配 水 池＊             46 箇所 

・導送配水管延長（口径 50 ㎜以上） 4,610 ㎞               

              導水管  182 ㎞     

送水管   241 ㎞ 

              配水管＊ 4,187 ㎞ 

 

※葛牧取水場は、葛牧・今町・城野・紫川水源地をあわせて 1 箇所としています。 

 

 

 

 

 

 

 
１ 水道事業 

第２章 上下水道事業の概況 

上下水道局のマスコットキャラクター 

「スイッピー」は、市民のみなさんにとって

上下水道局がより親しみを持った存在に 

なれるようにとの思いのもと、平成５年に

誕生しました。 

スイッピーは、ホームページやイベントな

どで活躍しています。 

すいどうコラム 
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水道事業主要施設系統図 

井手浦浄水場 穴生浄水場 

本城浄水場 
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 本市の水道用水供給事業は、北部福岡緊急連絡管事業の共同事業として平成 18 年度に事業

着手し、平成 23 年度から宗像市と新宮町にあわせて一日最大 13,000 ㎥の供給を開始しまし

た。また、平成 28 年度からは福津市、古賀市も加え、合計一日最大 20,000 ㎥を供給してい

ます。 

さらに、北部福岡緊急連絡管とは別の施設を使用し、平成 27 年度から岡垣町に一日最大

2,000 ㎥、平成 29 年度から香春町に一日最大 1,000 ㎥の供給を開始しました。 

 

主要施設（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

・水  源            1 箇所 

・貯水施設（上水道と共用）    1 箇所 

・取 水 場（上水道と共用）    1 箇所 

・浄 水 場（上水道と共用）    1 箇所 

・最大給水量 23,000㎥/日 

・調 整 池           1 箇所 

・導送水管延長     59 ㎞ 

           導水管   5 ㎞     

送水管  54 ㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 水道用水供給事業 
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水道用水供給事業施設系統図 

6 9



 

本市の工業用水道事業は、洞海湾周辺の工業用水の需要に対応するため、昭和 35 年に第一次（給

水能力 70,000 ㎥/日）、昭和 44 年に第二次（給水能力 112,000 ㎥/日）の布設事業を完成させま

した。 

 その後、昭和 44 年から二島工業団地などを給水区域とする産炭地域小水系用水開発事業（給水

能力 25,000 ㎥/日）、昭和 46 年からは響灘埋立地などを給水区域とする第三次布設事業（給水能

力 68,000 ㎥/日）に着手し、いずれも昭和 58 年より一部給水を開始しました。 

 また、第三次布設事業については、平成 18 年に響灘土地利用計画などに基づき将来需要を予測

した結果を踏まえ、給水能力を 47,000 ㎥/日に縮小し、あわせて給水区域に響灘西地区を追加しま

した。 

 一次、二次、三次及び産炭工水の 4 事業は、それぞれ独立して営まれてきましたが、水源の多系

統化や一体的な施設運営を行うことで、工業用水をより安定して供給できることから、平成 20 年

4 月に 1 事業に統合し、北九州市工業用水道事業としました。 

 

主要施設（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

・水  源           ３箇所 

・貯 水 池（上水道と共用）   ３箇所 

・取 水 場（上水道と共用）   ２箇所 

・浄 水 場（伊佐座取水場を含む）２箇所 

・ポンプ場（浄水場併置を含む） ３箇所 

・給水能力 254,000㎥/日 

・配 水 池           ４箇所 

・導送配水管延長  158 ㎞ 

        導水管 38 ㎞     

送水管 28 ㎞ 

        配水管 92 ㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
３ 工業用水道事業 
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力丸貯水池 伊佐座取水場 

本城浄水場 

工業用水道事業主要施設系統図 
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本市の下水道事業は、大正 7 年に旧若松市で第 1 期下水道事業に着手し、その後、旧各市で順次

整備され、平成 30 年には 100 周年という大きな節目の年を迎えました。 

昭和 38 年から下水道の本格的な整備を開始し、同年 7 月には、本市で最初の下水処理場である

皇后崎浄化センターの運転を開始しました。その後、昭和 54 年までに 5 箇所の処理場が運転を開

始し、市内全域をカバーする体制ができあがりました。 

トイレの水洗化などの生活環境の改善や、公共用水域の水質保全のため、急ピッチで公共下水道

管渠の建設を進め、整備の進捗に伴い、かつて「死の海」と呼ばれた洞海湾や「どぶ川」と化してい

た紫川の水質は大幅に改善しました。 

平成 17 年に下水道管渠延長は 4,000km を超え、平成 18 年 3 月に下水道処理人口普及率が

99.8%に達し、汚水整備は概成しました。 

 下水道は、公衆衛生や安全安心な市民生活を支える重要なインフラです。現在は、浸水被害を最

小化するための豪雨対策事業や地震時における施設の機能確保のための震災対策事業、将来にわた

って施設の機能を安定的かつ継続的に確保するための改築更新事業、放流先の汚濁負荷量＊を分流式

下水道＊並みに軽減する合流式下水道＊改善事業などに取り組んでいます。 

 

主要施設（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

・処 理 場     ５箇所 

・ポンプ場     34 箇所 

 

・処理能力 621,000㎥/日 

・管渠延長      4,655 ㎞ 

    分流式汚水   3,367 ㎞ 

    分流式雨水    398 ㎞ 

    合流式      890 ㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
４ 下水道事業 

昭和 50 年代前半の紫川 平成 27 年の紫川 
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下水道施設の有効活用 

下水道事業施設配置図 

（
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水
） 
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初
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雨
水
） 

（
合
流
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（
合
流
管
へ
） 

大手町ポンプ場へ圧送（汚水） 

メディアドームは、都市部に位置する北九州最大規

模の全天候型多目的イベント施設です。その地下には、

下水を強制的に送水するためのポンプ場「神嶽ポンプ

場」と「雨水滞水池」が整備されており、神嶽川への汚

濁水の放流を抑制しています。 

曽根浄化センターでは、一部を地区公園として市民に開放し、

公園と下水道施設を一体的に整備しています。「吉田太陽の丘

公園」は、リサイクル資源を有効活用し、市民が下水道施設の循

環システムを学ぶ環境学習の場となっています。 

※黄色の部分が公園施設 
放流水路（雨水） 
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